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は
じ
め
に

中
国
の
み
な
ら
ず
、
儒
学
は
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
の
儒
学
を
振
興
す
る
た
め
に
孔
子
を
祭
っ
た
儀
式
が
釈
奠
で
あ

る
。
し
か
し
元
々
は
孔
子
に
限
ら
ず
、
広
く
国
の
先
聖
や
先
師
を
祭
る
儀
式
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
釈
奠
に
つ
い
て
、『
礼
記
』
文
王
世
子
に
は
、

凡
そ
学
に
て
、
春
は
官
其
の
先
師
に
釈
奠
す
。
秋
冬
も
亦
た
之
の
如
く
す
。

凡
そ
始
め
て
学
を
立
つ
る
者
は
、
必
ず
先
聖
・
先
師
に
釈
奠
す
。

（
凡
学
、
春
官
釈
奠
于
其
先
師
。
秋
冬
亦
如
之
。
凡
始
立
学
者
、
必
釈
奠
于

先
聖
先
師
。）

と
あ
り
、
釈
奠
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
釈
奠
は
初
め
て
学
問
を
治
め
よ
う
と

す
る
も
の
が
、
先
聖
・
先
師
を
祭
る
行
為
で
あ
り
、
三
国
時
代
の
魏
か
ら
唐
で
頻

繁
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
次
第
に
孔
子
や
そ
の
弟
子
が
祭
ら
れ
、
釈
奠
の
形
が

完
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

釈
奠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
、
教
育
史
や
儀
礼
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
釈
奠
を
研
究
す
る
も
の

で
あ
っ
た（
1
）。

だ
が
、
儒
学
の
振
興
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
釈
奠
に
は
、
一
方
で
そ

れ
以
外
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
松
浦
千
春
氏
は
、
特
に
魏
晋
時
代
の
釈
奠
を
取

り
上
げ
、
釈
奠
を
行
う
の
が
幼
年
皇
帝
も
し
く
は
皇
太
子
で
、
ほ
ぼ
元
服
の
時
期

と
同
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
帝
位
継
承
過
程
の
通
過
儀
礼
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、

皇
帝
・
皇
太
子
の
帝
権
を
担
う
に
足
る
人
格
の
完
成
を
表
示
し
た
と
し
て
い
る（
2
）。

そ
の
後
、南
朝
か
ら
次
第
に
釈
奠
の
時
代
的
特
異
性
が
無
味
乾
燥
な
解
釈
学
に
よ
っ

て
礼
経
典
の
普
遍
性
の
中
に
吸
収
・
同
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

そ
の
後
の
釈
奠
に
つ
い
て
松
浦
氏
は
、
魏
晋
時
代
に
重
視
さ
れ
た
釈
奠
が
次
第

に
魏
晋
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
唐
に
至
っ
て
は
、「
高
祖
・
太
宗
と
も
に
実

施
し
て
い
る
が
儒
教
・
国
学
振
興
政
策
の
範
囲
の
も
の
で
、
逆
に
南
朝
の
在
り
方

と
は
ま
た
異
な
っ
た
側
面
を
も
っ
て
い
る（
3
）。」
と
し
て
、
相
当
な
変
化
が
あ
っ

た
、
と
い
う
に
止
ま
る
。

確
か
に
、
魏
晋
南
朝
と
唐
で
は
釈
奠
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
唐
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に
お
い
て
も
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
は
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
意
義
は
国
学
振
興
政
策

に
留
ま
ら
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
釈
奠
を
行
う
皇
太
子
自
体
に
着
目
し
て
も
、
漢
に
比
べ
て
南
朝
の
皇
太
子

の
実
務
へ
の
関
与
が
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に（
4
）、
皇
太
子
制
度

自
体
の
変
化
も
魏
晋
南
北
朝
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ

う
に
釈
奠
と
皇
太
子
制
度
の
変
化
は
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
お
り
、
こ
こ
に
魏

晋
か
ら
唐
ま
で
の
皇
太
子
、
ひ
い
て
は
皇
帝
権
に
つ
い
て
理
解
す
る
上
で
重
要
な

手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
釈
奠
を
行
う
皇
太
子
に
注
目
し
、
ま
ず
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
の
起

源
と
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
。
そ
し
て
唐
代
の
釈
奠
で
は
こ
れ
ま
で
と
異

な
り
、
歯
冑
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
前
近
代
に

お
い
て
皇
太
子
が
行
う
釈
奠
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魏
か
ら
唐
ま
で
の
釈
奠
の
実
態
、
ま
た
皇
太

子
制
度
を
解
明
す
る
一
助
と
し
た
い
。

一　

釈
奠
礼
の
系
譜　

―
魏
晋
か
ら
唐
ま
で

―

本
節
で
は
釈
奠
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
、
魏
晋
南
朝
、
北
朝
、
唐
の
各
時
代
に

つ
い
て
順
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

（
一
）
魏
晋
南
朝
に
お
け
る
釈
奠

最
初
に
釈
奠
に
つ
い
て
記
し
た
史
書
は
沈
約
『
宋
書
』
で
あ
る
。『
宋
書
』
巻

一
七
、
礼
志
に
は
、

魏
の
斉
王
正
始
二
年
三
月
、
帝
『
論
語
』
を
講
じ
て
通
し
、
五
年
五
月
、『
尚

書
』
を
講
じ
て
通
し
、
七
年
十
二
月
、『
礼
記
』
を
講
じ
て
通
す
。
並
び
に

太
常
を
し
て
釈
奠
せ
し
め
、
太
牢
を
以
て
孔
子
を
辟
雍
に
祀
り
、
顔
淵
を
以

て
配
す
。

（
魏
斉
王
正
始
二
年
三
月
、
帝
講
論
語
通
、
五
年
五
月
、
講
尚
書
通
、
七
年

十
二
月
、講
礼
記
通
。
並
使
太
常
釈
奠
、以
太
牢
祀
孔
子
於
辟
雍
、以
顔
淵
配
。）

と
あ
り
、
魏
の
斉
王
の
釈
奠
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
三
国
志
』
巻
四
、三

少
帝
紀
、
斉
王
に
も
こ
れ
に
対
応
す
る
記
事
は
あ
る
が
、「
釈
奠
」
の
語
は
見
ら

れ
な
い
。
同
じ
く
『
宋
書
』
巻
一
七
、
礼
志
に
、

晋
の
武
帝
泰
始
七
年
、皇
太
子
は
『
孝
経
』
を
講
じ
て
通
し
、咸
寧
三
年
、『
詩
』

を
講
じ
て
通
し
、
太
康
三
年
、『
礼
記
』
を
講
じ
て
通
し
、
恵
帝
元
康
三
年
、

皇
太
子
は
『
論
語
』
を
講
じ
て
通
す
。
元
帝
太
興
三
年
、皇
太
子
は
『
論
語
』

を
講
じ
て
通
し
、
太
子
並
び
に
親
ら
釈
奠
し
、
太
牢
を
以
て
孔
子
を
祠
り
、

顔
淵
を
以
て
配
す
。
成
帝
咸
康
元
年
、
帝
は
『
詩
』
を
講
じ
て
通
し
、
穆
帝

升
平
元
年
三
月
、
帝
は
『
孝
経
』
を
講
じ
て
通
し
、
孝
武
寧
康
三
年
七
月
、

帝
は
『
孝
経
』
を
講
じ
て
通
し
、
並
び
に
釈
奠
す
る
こ
と
故
事
の
如
し
。
穆

帝
、
孝
武
並
び
に
権か

り
に
中
堂
を
以
て
太
学
と
為
す
。

（
晋
武
帝
泰
始
七
年
、
皇
太
子
講
孝
経
通
、
咸
寧
三
年
、
講
詩
通
、
太
康
三
年
、

〔
講
礼
記
通
、
恵
帝
元
康
三
年
、
皇
太
子
〕
講
論
語
通（
5
）、
元
帝
太
興
三
年
、

皇
太
子
講
論
語
通
、
太
子
並
親
釈
奠
、
以
太
牢
祠
孔
子
、
以
顔
淵
配
。
成
帝

咸
康
元
年
、
帝
講
詩
通
、
穆
帝
升
平
元
年
三
月
、
帝
講
孝
経
通
、
孝
武
寧
康
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三
年
七
月
、
帝
講
孝
経
通
、
並
釈
奠
如
故
事
。
穆
帝
、
孝
武
並
権
以
中
堂
為

太
学
。）

と
あ
っ
て
、
両
晋
で
も
し
ば
し
ば
釈
奠
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
劉
宋
に
お
い
て
も
晋
と
同
じ
よ
う
に
釈
奠
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
次
の

『
宋
書
』
巻
一
七
、
礼
志
の
記
事
か
ら
わ
か
る
。

宋
文
帝
の
元
嘉
二
十
二
年
四
月
、
皇
太
子
『
孝
経
』
を
講
じ
て
通
し
、
国
子

学
に
釈
奠
す
る
こ
と
、
晋
の
故
事
の
如
し
。

（
宋
文
帝
元
嘉
二
十
二
年
四
月
、
皇
太
子
講
孝
経
通
、
釈
奠
国
子
学
、
如
晋

故
事
。）

記
事
か
ら
こ
の
時
期
の
釈
奠
は
皇
帝
或
い
は
皇
太
子
が
、
太
学
な
ど
で
先
聖
・
先

師
を
祀
り
、
そ
の
際
、『
孝
経
』
や
『
論
語
』
な
ど
を
講
じ
る
の
が
普
通
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。『
礼
記
』
に
は
、
釈
奠
の
語
が
見
ら
れ
る
が
、
講
経
を
行
っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
後
漢
か
ら
講
経
が
み
ら
れ
、
こ
れ
が
釈

奠
に
お
け
る
講
経
の
起
源
と
な
っ
た（
6
）。

斉
王
の
講
学
を
中
心
と
し
た
釈
奠
は
、
晋
王
朝
に
も
受
け
継
が
れ
、
南
朝
で
の

釈
奠
も
両
晋
の
釈
奠
が
儀
式
の
基
本
的
な
形
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
魏

晋
時
代
の
釈
奠
に
つ
い
て
は
松
浦
千
春
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。

松
浦
氏
は
、
斉
王
芳
が
先
帝
で
あ
る
明
帝
の
実
子
で
な
い
こ
と
か
ら
、
血
の
正

当
性
が
無
い
ゆ
え
に
、
講
経
に
よ
っ
て
表
徴
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
好
学
・
聡
明
の

少
年
天
子
」
像
を
象
徴
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
。
ま
た
晋
の
恵
帝
が
皇
太
子
の
時

に
行
っ
た
釈
奠
に
つ
い
て
も
、
恵
帝
が
「
不
慧
」
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

恵
帝
は
嫡
長
子
と
し
て
血
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
完
全
と
い
っ
て
よ
く
、
講
経
に

よ
っ
て
能
力
的
な
正
当
性
を
儀
礼
的
象
徴
に
よ
っ
て
表
示
し
よ
う
と
し
た
、
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
東
晋
南
朝
を
経
て
、
釈
奠
は
「
帝
位
継
承
過
程
の
通
過
儀

礼
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
す
る（
7
）。

で
は
実
際
に
劉
宋
以
後
の
釈
奠
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。『
南
斉

書
』
巻
九
、
礼
志
に
、

永
明
三
年
正
月
、
詔
し
て
学
を
立
つ
。
創
め
て
堂
宇
を
立
て
、
公
卿
子
弟
を

召
し
、
下
は
員
外
郎
の
胤
に
及
び
、
凡
そ
生
二
百
人
を
置
く
。
其
の
年
の
秋

中
に
悉
く
集
う
。
…
（
中
略
）
…
其
の
冬
、
皇
太
子
『
孝
経
』
を
講
じ
、
親

ら
釈
奠
に
臨
み
、
車
駕
幸
し
て
聴
く
。

（
永
明
三
年
正
月
、詔
立
学
。
創
立
堂
宇
、召
公
卿
子
弟
、下
及
員
外
郎
之
胤
、

凡
置
生
二
百
人
。
其
年
秋
中
悉
集
。
…
（
中
略
）
…
其
冬
、皇
太
子
講
孝
経
、

親
臨
釈
奠
、
車
駕
幸
聴
。）

と
あ
り
、
南
斉
の
永
明
三
年
（
四
八
五
）
に
学
が
立
ち
、
学
生
が
二
百
人
置
か
れ
、

釈
奠
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
梁
・
陳
で
も
釈
奠
は
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。『
隋
書
』
巻
九
、
礼
儀

志
に
、梁

の
天
監
八
年
、皇
太
子
釈
奠
す
。
…
（
中
略
）
…
又
た
有
司
以
為
ら
く
、「
礼

に
云
ふ
、『
凡
そ
人
の
子
為
る
は
、
升
降

階
に
由
ら
ず
。』
と
。
案
ず
る
に



千　

田　
　
　

豊

一
六

今
学
堂
に
凡
そ
三
階
有
り
。
愚
謂
へ
ら
く
客
若
し
等
を
降
ら
ば
、
則
ち
主
人

の
階
に
従
う
。
今
先
師
堂
に
在
り
、
義
と
し
て
尊
敬
す
る
所
な
れ
ば
、
太
子

宜
し
く

階
よ
り
登
り
、
以
て
師
に
従
う
の
義
を
明
か
に
す
べ
し
。
若
し
釈

奠
の
事
訖
ら
ば
、
宴
会
の
時
は
、
復
た
先
師
の
敬
無
し
、
太
子
堂
に
升
る
は
、

則
ち
宜
し
く
西
階
よ
り
し
、
以
て

に
由
ら
ざ
る
の
義
を
明
ら
か
に
す
べ

し
。」
と
。

（
梁
天
監
八
年
、
皇
太
子
釈
奠
。
…
（
中
略
）
…
又
有
司
以
為
、「
礼
云
、『
凡

為
人
子
者
、
升
降
不
由

階
。』
案
今
学
堂
凡
有
三
階
、
愚
謂
客
若
降
等
、

則
従
主
人
之
階
。
今
先
師
在
堂
、
義
所
尊
敬
、
太
子
宜
登

階
、
以
明
従
師

之
義
。
若
釈
奠
事
訖
、
宴
会
之
時
、
無
復
先
師
之
敬
、
太
子
升
堂
、
則
宜
従

西
階
、
以
明
不
由

義
。」）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
釈
奠
に
お
け
る
皇
太
子
の
立
場
が
議
論
さ
れ
て
い

る
。
梁
で
の
釈
奠
は
南
斉
に
較
べ
て
よ
り
師
へ
の
尊
敬
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て

い
る
。
岡
安
勇
氏
に
よ
る
と
、「
師
に
礼
す
る
場
合
は
東
面
・
西
面
の
席
が
設
け

ら
れ
、
師
は
東
面
の
席
に
就
け
ら
れ
て
い
た 

」
と
す
る（
8
）。

階
は
東
階
を
指

し
て
お
り
、
東
か
ら
登
る
と
い
う
こ
と
は
皇
太
子
が
西
面
す
る
こ
と
を
示
す
。
つ

ま
り
こ
れ
は
、皇
太
子
が
弟
子
と
し
て
礼
を
行
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
隋
書
』
礼
儀
志
は
こ
れ
に
続
け
て
、

吏
部
郎
徐
勉
議
す
ら
く
、「
鄭
玄
云
へ
ら
く
、『
命
士
由
り
以
上
は
、
父
子
宮

を
異
に
す
』
と
。
宮
室
既
に
異
な
れ
ば
、

階
に
由
ら
ざ
る
の
礼
無
し
。
請

う
ら
く
は
釈
奠
及
び
宴
会
、
太
子
堂
に
升
る
は
、
並
び
に
宜
し
く
東
階
由
り

す
べ
し
。
若
し
輿
駕
学
に
幸
せ
ば
、
自
然
と
し
て
中
陛
よ
り
す
。
又
た
『
東

宮
元
会
儀
注
』
を
検
ぶ
る
に
、「
太
子
崇
正
殿
に
升
る
は
、
東
西
の
階
を
欲

せ
ず
」
と
あ
り
。
東
宮
典
儀
の
列
に
云
う
『
太
子
の
元
会
は
、
西
階
自
り
升

る
』
を
責
む
。
此
れ
則
ち
相
承
け
て
謬
り
と
為
す
。
請
う
ら
く
は
今
よ
り
東

宮
の
大
公
事
、
太
子
崇
正
殿
に
升
る
は
、
並
び
に

階
に
由
る
べ
し
。
其
れ

賓
客
と
預
会
す
る
は
、
旧
に
依
り
て
西
階
よ
り
す
。」
と
。

（
吏
部
郎
徐
勉
議
、「
鄭
玄
云
、『
由
命
士
以
上
、
父
子
異
宮
』。
宮
室
既
異
、

無
不
由

階
之
礼
。
請
釈
奠
及
宴
会
、
太
子
升
堂
、
並
宜
由
東
階
。
若
輿
駕

幸
学
、
自
然
中
陛
。
又
検
東
宮
元
会
儀
注
、
太
子
升
崇
正
殿
、
不
欲
東
西
階
。

責
東
宮
典
儀
、
列
云
『
太
子
元
会
、
升
自
西
階
』。
此
則
相
承
為
謬
。
請
自

今
東
宮
大
公
事
、太
子
升
崇
正
殿
、並
由

階
。
其
預
会
賓
客
、依
旧
西
階
。」）

と
あ
っ
て
、
釈
奠
が
皇
太
子
に
と
っ
て
「
東
宮
の
大
公
事
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
梁
で
は
、
昭
明
太
子
・
簡
文
帝
が
釈
奠
を
行
い
、
ま
た
陳

に
お
い
て
も
、
後
主
・
呉
興
王
胤
が
、
釈
奠
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
に
南

朝
に
お
い
て
皇
太
子
は
基
本
的
に
釈
奠
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
北
朝
に
お
け
る
釈
奠

で
は
、次
に
北
朝
の
釈
奠
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。北
魏
の
釈
奠
に
つ
い
て
は
、『
魏

書
』
巻
九
、
粛
宗
紀
に
、

正
光
元
年
春
正
月
乙
酉
、
詔
し
て
曰
く
、「
国
を
建
て
民
を
緯お

さ

む
る
は
、
教

え
を
立
つ
る
を
本
と
為
し
、
師
を
尊
び
道
を
崇
ぶ
。
茲
の
典
昔
よ
り
す
。
来
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一
七

歳
の
仲
陽
、
節
和
の
気
潤
、
孔
顔
を
釈
奠
す
る
は
、
乃
ち
其
の
時
な
り
。
有

司
予
め
国
学
を
繕
い
、
図
り
て
聖
賢
を
飾
り
、
官
を
置
き
牲
を
簡
に
し
、
吉

を
択
び
礼
を
備
う
べ
し
。」
と
。

（
正
光
元
年
春
正
月
乙
酉
、
詔
曰
、「
建
国
緯
民
、
立
教
為
本
、
尊
師
崇
道
。

茲
典
自
昔
。
来
歳
仲
陽
、
節
和
気
潤
、
釈
奠
孔
顔
、
乃
其
時
也
。
有
司
可
予

繕
国
学
、
図
飾
聖
賢
、
置
官
簡
牲
、
択
吉
備
礼
。」）

と
あ
る
。
翌
年
の
正
光
二
年
（
五
二
一
）
に
釈
奠
は
行
わ
れ
た
が
、
時
は
す
で
に

北
魏
王
朝
の
末
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
魏
書
』
巻
六
七
、
常
景
伝
に
、
そ
の
時

の
釈
奠
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

時
に
粛
宗
講
学
の
礼
を
国
子
寺
に
行
い
、
司
徒
崔
光
経
を
執
り
、
景
と
董
紹
・

張
徹
・
馮
元
興
・
王
延
業
・
鄭
伯
猷
ら
に
勅
し
て
倶
に
録
義
を
為
さ
し
む
。

事
畢
り
、
又
た
釈
奠
の
礼
を
行
い
、
並
び
に
百
官
に
詔
し
て
釈
奠
の
詩
を
作

ら
し
む
る
に
、
時
に
景
の
作
を
以
て
美
と
為
す
。

（
時
粛
宗
行
講
学
之
礼
於
国
子
寺
、
司
徒
崔
光
執
経
、
勅
景
与
董
紹
・
張
徹
・

馮
元
興
・
王
延
業
・
鄭
伯
猷
等
俱
為
録
義
。
事
畢
、
又
行
釈
奠
之
礼
、
並
詔

百
官
作
釈
奠
詩
、
時
以
景
作
為
美
。）

こ
の
史
料
か
ら
正
光
二
年
で
は
、
当
時
十
二
歳
で
あ
っ
た
孝
明
帝
自
ら
釈
奠
を

行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
晋
南
朝
に
お
い
て
講
経
の
後
に
釈
奠
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
北
魏
で
も
講
経
と
釈
奠
は
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
南
朝
と
は
異
な
る
点
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
執
経
の
存
在
で
あ
る
。
正

光
二
年
の
釈
奠
で
は
、
崔
光
が
経
を
執
り
講
経
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
崔

光
伝
や
、
儒
林
伝
に
も
記
さ
れ
て
お
り（
9
）、
崔
光
が
『
孝
経
』
を
講
じ
て
い
る
。

北
魏
で
は
、永
煕
三
年
（
五
三
四
）
に
武
帝
が
釈
奠
を
行
っ
て
お
り
、こ
こ
で
も
『
孝

経
』・『
礼
記
』・『
大
戴
礼
』
夏
小
正
篇
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
主
祭
者

以
外
が
講
じ
て
い
る（
10
）。
こ
れ
は
北
朝
全
て
に
通
じ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
北
斉
で
は
、『
隋
書
』
巻
九
、
礼
儀
志
に
、

後
斉
の
制
、
新
た
に
学
を
立
つ
れ
ば
、
必
ず
釈
奠
し
て
先
聖
先
師
を
礼
し
、

毎
歳
春
秋
二
仲
に
は
、
常
に
其
の
礼
を
行
う
。
月
旦
ご
と
に
、
祭
酒　

博
士

已
下
及
び
国
子
諸
学
生
已
上
を
領
し
、
太
学
・
四
門
博
士
堂
に
升
り
、
助
教

已
下
・
太
学
諸
生
は
階
下
に
て
、
孔
を
拝
し
顔
を
揖
す
。
日
出
で
て
事
を
行

う
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
之
を
記
し
て
一
負
と
為
す
。
雨　

服
を
霑
せ
ば
則
ち
止

む
。
学
生
十
日
毎
に
仮
を
給
し
、
皆
丙
日
を
以
て
之
を
放
つ
。
郡
学
は
則
ち

坊
内
に
孔
・
顔
の
廟
を
立
て
、
博
士
已
下
、
亦
た
月
毎
に
朝
す
る
と
云
う
。

（
後
斉
制
、
新
立
学
、
必
釈
奠
礼
先
聖
先
師
、
毎
歳
春
秋
二
仲
、
常
行
其
礼
。

毎
月
旦
、
祭
酒
領
博
士
已
下
及
国
子
諸
学
生
已
上
、
太
学
・
四
門
博
士
升
堂
、

助
教
已
下
・
太
学
諸
生
階
下
、
拜
孔
揖
顔
。
日
出
行
事
而
不
至
者
、
記
之
為

一
負
。
雨
霑
服
則
止
。
学
生
毎
十
日
給
仮
、
皆
以
丙
日
放
之
。
郡
学
則
於
坊

内
立
孔
・
顔
廟
、
博
士
已
下
、
亦
毎
月
朝
云
。）

と
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
釈
奠
が
毎
年
二
月
と
八
月
の
二
度
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
毎
月
祭
酒
や
学
生
は
孔
子
を
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

北
朝
で
の
釈
奠
は
南
朝
よ
り
も
圧
倒
的
に
少
な
く
、
そ
の
詳
細
も
不
明
な
こ
と
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八

が
多
い
。
し
か
し
、
講
経
を
皇
太
子
自
身
が
行
わ
な
い
こ
と
と
、
北
斉
で
釈
奠
が

毎
年
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
南
朝
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
は
唐
に
受
け
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
唐
に
お
け
る
釈
奠

唐
代
で
は
安
史
の
乱
ま
で
は
、
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
以
後
は
関
係
す
る
記
事
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
唐
代
で
最
初
の
釈
奠
は
、
高
祖

の
武
徳
七
年
（
六
二
四
）
で
あ
る
。

『
旧
唐
書
』
巻
一
、
高
祖
紀
に
、

（
武
徳
七
年
）
丁
巳
、
国
子
学
に
幸
し
、
親
ら
釈
奠
に
臨
む
。

（
丁
巳
、
幸
国
子
学
、
親
臨
釈
奠
。）

と
あ
り
、
ま
た
次
の
太
宗
に
お
い
て
も
、『
旧
唐
書
』
巻
三
、
太
宗
紀
に
、

（
貞
観
十
四
年
）
二
月
丁
丑
、
国
子
学
に
幸
し
、
親
ら
釈
奠
し
、
大
理
・
万

年
の
繋
囚
を
赦
し
、
国
子
祭
酒
以
下
及
び
学
生
の
高
第
に
て
精
勤
せ
し
者
に

一
級
を
加
え
、
帛
を
賜
う
に
差
有
り
。

（
二
月
丁
丑
、
幸
国
子
学
、
親
釈
奠
、
赦
大
理
・
万
年
繋
囚
、
国
子
祭
酒
以

下
及
学
生
高
第
精
勤
者
加
一
級
、
賜
帛
有
差
。）

と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
皇
太
子
が
釈
奠
を
行
う
の
で
は
な
く
、
高
祖
・

太
宗
が
自
ら
釈
奠
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
後
に
玄
宗
の
命
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
『
大
唐
開
元
礼
』
に
は
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
や
国
子
に
よ
る

釈
奠
、
諸
州
に
よ
る
釈
奠
に
つ
い
て
の
み
記
載
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
に
よ
る
釈
奠

に
つ
い
て
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
高
祖
の
釈
奠
を
他
の
史
料
か

ら
見
直
し
て
み
る
と
、『
旧
唐
書
』
巻
一
八
九
上
、
徐
文
遠
伝
に
、

武
徳
六
年
、
高
祖
国
学
に
幸
し
、
釈
奠
を
観
、
文
遠
を
し
て
春
秋
の
題
を
発

せ
し
む
。
諸
儒
は
難
き
を
設
け
蜂
起
す
る
に
、
方
に
随
い
占
対
し
、
皆
能
く

屈
す
る
こ
と
莫
し
。

（
武
徳
六
年
、
高
祖
幸
国
学
、
観
釈
奠
、
遣
文
遠
発
春
秋
題
、
諸
儒
設
難
蜂
起
、

隨
方
占
対
、
皆
莫
能
屈
。）

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
高
祖
が
国
学
に
行
幸
し
、
釈
奠
を
「
観
」
た
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
太
宗
に
つ
い
て
も
、『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
に
、

貞
観
十
四
年
三
月
丁
丑
、
太
宗
国
子
学
に
幸
し
、
親
ら
釈
奠
を
観
る
。

（
貞
観
十
四
年
三
月
丁
丑
、
太
宗
幸
国
子
学
、
親
観
釈
奠
。）

と
あ
り
、
高
祖
と
同
じ
よ
う
に
「
観
」
る
と
さ
れ
て
い
る
。
太
宗
は
こ
の
時
の
釈

奠
で
、
祭
酒
で
あ
り
『
孝
経
』
を
講
じ
た
孔
穎
達
に
対
し
て
質
問
を
行
っ
て
い
る

が
、
釈
奠
を
行
う
の
は
あ
く
ま
で
皇
太
子
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
唐
代
の

釈
奠
は
基
本
的
に
皇
太
子
が
行
う
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
隋
も
一
度
高
祖
が
釈
奠
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、こ
こ
で
も『
隋

書
』
の
儒
林
伝
に
、「
観
釈
奠
之
礼
」
と
あ
り
、
皇
太
子
が
主
催
者
と
し
て
釈
奠
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一
九

を
行
っ
た
と
推
測
で
き
る（
11
）。

お
そ
ら
く
こ
こ
で
「
観
」
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
皇
帝
の
視
学
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。『
大
唐
六
典
』
巻
二
一
、
国
子
監
に
、「
皇
帝
視
学
、
皇
太
子
歯
冑

は
、
則
ち
執
経
講
義
す
。（
皇
帝
視
学
、
皇
太
子
歯
冑
、
則
執
経
講
義
）」
と
あ
り
、

『
新
唐
書
』
や
『
大
唐
開
元
礼
』（12
）に
も
皇
帝
視
学
に
つ
い
て
細
か
い
儀
式
次
第

が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
観
釈
奠
之
礼
」
と
あ
る
の
は
皇
帝
の
視
学

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
釈
奠
の
主
祭
者
は
皇
太
子
で
あ
っ
た
と
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。

ま
た
高
祖
の
釈
奠
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
の
本
紀
に
武
徳
七
年
と
あ
る
が
、

徐
文
遠
伝
に
は
武
徳
六
年
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
多
賀
秋
五
郎
氏
、
高
明

士
氏（
13
）は
二
度
釈
奠
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
が
、『
旧
唐
書
』
の
高
祖
紀
や
礼

儀
志
、
陸
徳
伝
、『
通
典
』
な
ど
に
は
す
べ
て
武
徳
七
年
に
釈
奠
を
行
っ
た
と
記

さ
れ
て
お
り
、
武
徳
六
年
の
釈
奠
に
関
す
る
記
述
は
徐
文
遠
伝
の
み
で
あ
る
。
普

通
釈
奠
は
一
人
に
つ
き
一
度
行
い
、
二
度
行
っ
た
と
明
確
に
わ
か
る
の
は
後
の
玄

宗
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
と
き
だ
け
で
、
他
に
例
は
な
い
。
こ
の
時
行
わ
れ
た
釈
奠

は
武
徳
七
年
の
一
回
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

唐
代
で
釈
奠
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
皇
太
子
は
、
建
成
・
承
乾
・
治
（
後
の

高
宗
）・
弘
・
哲
（
後
の
中
宗
）・
隆
基
（
後
の
玄
宗
）・
瑛
で
あ
り
、
安
史
の
乱

以
前
の
皇
太
子
は
基
本
的
に
釈
奠
を
行
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
を
取
り
上
げ
、
釈
奠
の
起
源
と
変
化
を

整
理
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
釈
奠
は
時
代
が
下
る
度
に
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
変
化
を
順
に
お
っ
て
み
て
い
く
と
、
ま
ず
魏
晋
で
は
皇
太
子

も
し
く
は
幼
年
皇
帝
が
釈
奠
を
行
い
、
そ
の
中
で
講
経
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
講

経
は
複
数
回
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
よ
っ
て
魏
晋
の
釈
奠
で
は
講
経
が
重
視
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
朝
に
な
る
と
、
釈
奠
は
皇
太
子
だ
け
が
行
う
よ
う

に
な
る
。
ま
た
講
経
に
つ
い
て
も
一
度
し
か
行
わ
れ
な
い
。
北
朝
で
は
釈
奠
で
講

経
を
行
っ
て
も
、
主
祭
者
で
あ
る
皇
帝
も
し
く
は
皇
太
子
が
執
経
を
し
な
く
な
っ

た
。
唐
も
南
朝
と
同
じ
く
基
本
的
に
皇
太
子
が
釈
奠
を
行
う
が
、
講
経
は
国
子
祭

酒
な
ど
が
行
い
、
皇
太
子
が
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
釈
奠
を
行
う
年
齢
に

つ
い
て
は
、
魏
晋
南
朝
の
釈
奠
を
行
う
年
齢
が
ほ
と
ん
ど
十
代
、
遅
く
て
も
二
十

歳
な
の
に
対
し
て
、
唐
の
釈
奠
は
弘
以
外
す
べ
て
二
十
歳
を
越
え
て
お
り
、
哲
や

隆
基
に
至
っ
て
は
二
六
歳
で
釈
奠
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
後
に

詳
し
く
述
べ
る
。

二　
『
大
唐
開
元
礼
』
に
見
え
る
釈
奠

次
に
『
大
唐
開
元
礼
』
に
残
さ
れ
て
い
る
皇
太
子
釈
奠
の
儀
式
次
第
か
ら
、
唐

代
の
釈
奠
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。

唐
代
の
釈
奠
は
中
祀
に
分
類
さ
れ
、『
大
唐
開
元
礼
』
の
吉
礼
に
「
皇
太
子
釈

奠
於
孔
宣
父
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
釈
奠
は
、
斎
戒
・
陳
設
・
出
宮
・
饋

享
・
講
学
・
還
宮
の
順
番
に
行
う
。
こ
の
儀
式
の
中
心
と
な
る
の
が
、
饋
享
で
あ

る
。『
大
唐
開
元
礼
』
巻
五
三
、「
皇
太
子
釈
奠
於
孔
宣
父
」
に
は
、

享
日
未
明
十
五
刻
、
太
官
令　

宰
人
を
帥
い
て
鸞
刀
を
以
て
牲
を
割
き
、
祝

史
は
豆
二
つ
を
以
て
毛
血
を
取
り
饌
所
に
置
き
、
遂
に
牲
を
烹に

る
。
未
明
五

刻
、
郊
社
令　

其
の
属
及
び
廟
司
を
帥
い
各
お
の
其
の
服
を
服
せ
し
め
、
升
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り
先
聖
の
神
座
を
堂
上
の
西
楹
の
間
に
、
東
向
し
て
設
く
。
先
師
の
神
座
を

先
聖
の
神
座
の
東
北
、
南
面
し
て
西
上
に
設
く
。
席
皆
莞
を
以
て
す
。
神
位

を
各
お
の
座
首
に
設
く
。

（
享
日
未
明
十
五
刻
、
太
官
令
帥
宰
人
以
鸞
刀
割
牲
、
祝
史
以
豆
二
取
毛
血

置
於
饌
所
、
遂
烹
牲
。
未
明
五
刻
、
郊
社
令
帥
其
属
及
廟
司
各
服
其
服
、
升

設
先
聖
神
座
於
堂
上
西
楹
間
、
東
向
。
設
先
師
神
座
於
先
聖
神
座
東
北
、
南

面
西
上
。
席
皆
以
莞
。
設
神
位
各
於
座
首
。）

と
あ
り
、
先
聖
は
堂
上
の
西
に
東
向
き
で
置
か
れ
、
先
師
は
先
聖
の
東
北
、
南
向

き
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
皇
太
子
の
座
は
堂
の
東
階
の
東
南
、
西
向

き
に
あ
り（
14
）、
こ
こ
か
ら
堂
上
に
上
が
り
、
儀
式
を
執
り
行
う
。
前
述
し
た
よ

う
に
『
隋
書
』
巻
九
、
礼
儀
志
に
も
、「
今
先
師
堂
に
在
り
、
義
は
尊
敬
す
る
所
、

太
子
宜
し
く

階
を
登
り
、
以
て
明
ら
か
に
師
の
義
に
従
う
べ
し
。」
と
あ
る
。

こ
れ
は
師
を
尊
敬
す
る
時
は

階
、
つ
ま
り
東
階
を
升
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は

師
が
東
面
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
こ
の
席
次
は
い
う
な
れ
ば
、
先
聖
・

先
師
に
対
し
て
皇
太
子
が
弟
子
と
し
て
の
姿
勢
を
執
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
同
史
料
に
は
、

太
祝
は
各
お
の
跪
き
幣
を

に
取
り
、
尊
所
に
興
立
す
。
率
更
令
は
皇
太
子

を
引
き
て
、
永
和
の
楽
作
れ
ば
、
皇
太
子
は
東
階
よ
り
升
り
、
左
庶
子
以
下

及
び
左
右
侍
衛
は
人
を
量
り
て
従
い
て
升
る
。
皇
太
子
は
堂
に
升
り
、
先
聖

の
神
座
の
前
に
進
み
、
西
向
し
て
立
つ
。
楽
止
め
ば
、
太
祝
は
幣
を
以
て
左

庶
子
に
授
け
、
左
庶
子
は
幣
を
奉
り
北
向
き
に
進
み
、
皇
太
子
は
搢
笏
し
て

幣
を
受
く
。
登
歌
し
、
粛
和
の
楽
を
作
し
、
南
呂
の
均
を
以
て
す
。
率
更
令

は
皇
太
子
を
引
き
て
進
み
、
西
面
し
て
跪
き
て
先
聖
の
神
座
の
前
に
奠
り
、

俛
伏
し
、
興
く
。
率
更
令
は
皇
太
子
を
引
き
て
や
や
退
き
、
西
向
き
て
再
拝

す
。
訖
え
、
率
更
令
は
皇
太
子
を
引
き
て
先
師
の
首
座
の
前
に
進
み
、
北
向

き
に
立
つ
。
又
た
太
祝
は
幣
を
以
て
左
庶
子
を
授
け
、
左
庶
子
は
幣
を
奉
り

西
向
き
に
進
み
、
皇
太
子
は
幣
を
受
け
、
率
更
令
は
皇
太
子
を
引
き
て
進
み
、

北
向
き
に
跪
き
て
先
師
の
首
座
を
奠
り
、
俛
伏
し
、
興
き
、
率
更
令
は
皇
太

子
を
引
き
て
少
や
退
き
、
北
向
き
に
再
拝
す
。

（
太
祝
各
跪
取
幣
於

、
興
立
於
尊
所
。
率
更
令
引
皇
太
子
、
永
和
之
楽
作
、

皇
太
子
自
東
階
升
、
左
庶
子
以
下
及
左
右
侍
衛
量
人
従
升
。
皇
太
子
升
堂
、

進
先
聖
神
座
前
、
西
向
立
。
楽
止
、
太
祝
以
幣
授
左
庶
子
、
左
庶
子
奉
幣
北

向
進
、
皇
太
子
搢
笏
受
幣
。
登
歌
、
作
粛
和
之
楽
、
以
南
呂
之
均
。
率
更
令

引
皇
太
子
進
、
西
面
跪
奠
於
先
聖
神
座
前
、
俛
伏
、
興
。
率
更
令
引
皇
太
子

少
退
、
西
向
再
拜
。
訖
、
率
更
令
引
皇
太
子
進
先
師
首
座
前
、
北
向
立
。
又

太
祝
以
幣
授
左
庶
子
、
左
庶
子
奉
幣
西
向
進
、
皇
太
子
受
幣
、
率
更
令
引
皇

太
子
進
、
北
面
跪
奠
於
先
師
首
座
、
俛
伏
、
興
、
率
更
令
引
皇
太
子
少
退
、

北
向
再
拜
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
初
め
に
皇
太
子
は
先
聖
・
先
師
に
幣
を
奠ま
つ

る
。
上
述
し
た
よ
う

に
、『
礼
記
』
文
王
世
子
に
は
、「
事
を
行
う
に
及
び
て
、
必
ず
幣
を
以
て
す
。（
及

行
事
、
必
以
幣
。）」
と
あ
り
、
釈
奠
を
行
う
際
、
幣
は
重
要
な
道
具
と
認
識
さ
れ

て
い
た
。
幣
と
は
、
帛
の
こ
と
で
こ
れ
は
贈
り
物
を
意
味
す
る
束
帛
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
釈
奠
に
お
い
て
、
幣
が
重
要
で
あ
っ
た
理
由
は
こ
の
束
帛
に
あ
っ
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た
。『
大
唐
六
典
』
巻
二
一
、
国
子
博
士
に
、

其
の
生
初
め
て
入
る
に
、
束
帛
一

・
酒
一
壷
・
脩
一
案
を
置
き
、
号
し
て

束
脩
の
礼
と
為
す
。

（
其
生
初
入
、
置
束
帛
一

・
酒
一
壷
・
脩
一
案
、
号
為
束
脩
之
礼
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
普
通
学
生
が
師
に
教
え
を
請
う
場
合
、
つ
ま
り
学
に
入
る
際
に

は
束
脩
の
礼
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
国
子
生
だ
け
で
な
く
、
太
学
や
四
門
学
な
ど

他
の
学
校
で
も
国
子
学
の
よ
う
に
束
脩
の
礼
が
行
わ
れ
て
い
た（
15
）。
こ
れ
は
皇

帝
の
子
で
あ
る
皇
子
も
例
外
で
は
な
く
、
同
じ
く
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
五
四
に
は

皇
子
束
脩
の
儀
式
も
「
束
帛
一

、
酒
一
壷
、
脩
一
案
を
奠
る
」
と
あ
り
、
そ
の

内
容
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る（
16
）。
こ
れ
ら
は
上
述
し
た
『
大
唐
六
典
』
と
一
致
し
、

学
生
は
ど
の
よ
う
な
身
分
で
あ
っ
て
も
、
束
脩
の
礼
を
行
い
学
に
入
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
幣
が
釈
奠
礼
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
師
の
教
え
を
請
う
た

め
に
必
要
な
贈
り
物
で
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
大
唐
開
元
礼
』
に
あ
る
釈
奠
礼
に
つ
い
て
詳
し
く
見
る
と
、
饋
享
は
先
聖
・

先
師
に
対
し
て
、
皇
太
子
が
弟
子
と
な
る
た
め
の
礼
で
あ
る
束
脩
を
意
識
し
て
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
席
次
も
皇
太
子
が
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
視

覚
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
釈
奠
は
皇
太
子
に
と
っ
て
の
入
学
の
礼
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

釈
奠
が
入
学
の
礼
で
あ
る
と
し
て
魏
晋
南
北
朝
の
釈
奠
を
も
う
一
度
見
て
み
る

と
、『
梁
書
』
巻
二
、
武
帝
紀
に
は
、

（
天
監
九
年
三
月
）
乙
未
、
詔
し
て
曰
く
、「
王
子
学
に
従
い
、
礼
経
よ
り

著
わ
る
。
貴
遊
咸み

な
在
る
は
、
実
に
前
誥
を
惟
う
。
式も
っ

て
義
方
を
広
く
し
、

克
く
教
道
を
隆
ん
に
す
る
所
以
な
り
。
今
成
均　

大
い
に
啓
き
、
元
良
は
歯

譲
し
、
斯
れ
よ
り
以
降
、
並
び
に
宜
し
く
業
を
肄な
ら

う
べ
し
。
皇
太
子
及
び
王

侯
の
子
、
年
の
従
師
に
在
る
者
は
、
学
に
入
ら
し
む
べ
し
。」
と
。

（
乙
未
、
詔
曰
、「
王
子
従
学
、
著
自
礼
経
。
貴
遊
咸
在
、
実
惟
前
誥
。
所
以

式
広
義
方
、
克
隆
教
道
。
今
成
均
大
啓
、
元
良
歯
讓
、
自
斯
以
降
、
並
宜
肄

業
。
皇
太
子
及
王
侯
之
子
、
年
在
従
師
者
、
可
令
入
学
。」）

と
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
皇
太
子
で
あ
る
統
（
昭
明
太
子
）
が
、
釈
奠
を
行
っ
た

次
の
年
に
出
さ
れ
た
詔
勅
で
あ
る
。
ま
た
『
陳
書
』
巻
二
六
、
徐
孝
克
伝
に
も
、

至
徳
中
、
皇
太
子
学
に
入
り
釈
奠
し
、
百
司
は
列
に
陪し
た
がい
、
孝
克
は
孝
経
の

題
を
発
す
。
後
主
は
皇
太
子
に
詔
し
て
北
面
し
て
敬
を
致
さ
し
む
。

（
至
徳
中
、
皇
太
子
入
学
釈
奠
、
百
司
陪
列
、
孝
克
発
孝
経
題
。
後
主
詔
皇

太
子
北
面
致
敬
。）

と
あ
る
。
こ
の
至
徳
中
は
、
至
徳
三
年
に
呉
興
王
胤
が
行
っ
た
釈
奠
の
事
を
指
し

て
お
り
、
学
に
入
る
と
い
う
意
図
が
釈
奠
に
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
皇
太
子
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
に
つ
い
て
も
、『
初
学
記
』
巻
十
八
に
引
く

王
隠
晋
書
に
、

魏
の
高
貴
郷
公
の
学
に
入
る
や
、
将
に
先
典
を
崇
ば
ん
と
す
。
乃
ち
王
祥
に
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二

命
じ
て
三
老
と
為
し
、侍
中
鄭
小
童
を
五
更
と
為
す
。
祥
は
几

に
南
面
し
、

師
道
を
以
て
自
ら
居
り
、
帝
は
北
面
し
て
言
を
乞
う
。

（
魏
高
貴
郷
公
之
入
学
也
、
将
崇
先
典
。
乃
命
王
祥
為
三
老
、
侍
中
鄭
小
童

為
五
更
。
祥
南
面
几

、
以
師
道
自
居
、
帝
北
面
乞
言
。）

と
あ
っ
て
、
皇
帝
も
学
に
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
高
貴
郷
公
は
釈
奠
を
行
っ
た
と

さ
れ
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が（
17
）、
お
そ
ら
く
幼
い
皇
帝
が
入
学
の
礼
と
し
て

釈
奠
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
北
朝
に
つ
い
て
は
、史
料
が
少
な
く
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、前
述
の
、『
魏

書
』
巻
九
、
粛
宗
紀
に
、「
国
を
建
て
民
を
緯お
さ

む
る
は
、
教
え
を
立
つ
る
を
本
と

為
し
、
師
を
尊
び
道
を
崇
ぶ
。」
と
あ
り
、
釈
奠
を
行
う
の
は
師
を
尊
ぶ
た
め
で

あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
よ
っ
て
魏
晋
南
朝
と
比
べ
て
、
そ
の
主
旨
に
大
き
な

差
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
皇
太
子
の
釈
奠
が
、
入
学
の
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る（
18
）。

で
は
、
入
学
の
儀
礼
と
し
て
の
釈
奠
が
、
特
に
唐
の
皇
太
子
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三　

釈
奠
と
歯
冑
の
礼

（
一
）
歯
冑
の
礼

唐
の
玄
宗
の
治
世
に
な
る
と
、
釈
奠
礼
に
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
記
述
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。『
新
唐
書
』
巻
十
五
、
礼
楽
志
に
は
、

玄
宗
の
開
元
七
年
、
皇
太
子
は
学
に
歯
冑
し
て
、
先
聖
に
謁
す
。
詔
し
て
宋

璟
を
亜
献
と
し
、
蘇

を
終
献
と
す
。
享
る
に
臨
む
や
、
天
子
は
歯
冑
の
義

を
思
い
、
乃
ち
詔
し
て
二
献
皆
冑
子
を
用
い
、
先
聖
を
祀
る
に
釈
奠
の
如
く

せ
し
む
。

（
玄
宗
開
元
七
年
、皇
太
子
歯
冑
於
学
、謁
先
聖
。
詔
宋
璟
亜
献
、蘇

終
献
。

臨
享
、
天
子
思
歯
冑
義
、
乃
詔
二
献
皆
用
冑
子
、
祀
先
聖
如
釈
奠
。）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
玄
宗
の
皇
太
子
で
あ
る
瑛
の
釈
奠
を
、
釈
奠
で
は
な
く
歯
冑

と
し
て
記
載
し
、先
聖
を
祀
る
際
に
釈
奠
の
よ
う
に
行
っ
た
と
し
て
い
る
。
で
は
、

こ
の
歯
冑
と
は
何
か
。
釈
奠
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
唐
代
の
釈
奠
を

考
察
す
る
に
当
た
り
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

歯
冑
礼
に
つ
い
て
は
、
釈
奠
儀
礼
の
中
で
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
た
だ
松
浦
氏
は
上
述
し
た
『
新
唐
書
』
の
「
釈
奠
の
如
し
」
と
い
う
記

述
に
触
れ
、「
こ
の
「
歯
冑
礼
」
は
釈
奠
儀
礼
と
は
別
個
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
内
容
か
ら
す
れ
ば
「
入
学
・
御
講
学
始
」
の
儀
式
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か（
19
）。」
と
述
べ
、
唐
代
の
釈
奠
に
つ
い
て
の
展
望
を
述
べ

て
い
る
。

ま
た
蓋
金
偉
氏
は
、
歯
冑
と
釈
奠
に
つ
い
て
、「
皇
太
子
歯
冑
礼
は
国
子
学
釈

奠
礼
の
中
の
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る（
20
）。

さ
ら
に
古
勝
隆
一
氏
は
、「「
歯
冑
之
礼
」
と
は
魏
晋
以
来
の
「
釈
奠
礼
」
の
唐

代
的
呼
称
で
あ
り
、
皇
太
子
が
元
服
を
目
前
に
ひ
か
え
国
子
学
に
入
学
す
る
に
あ

た
り
、
先
聖
・
先
師
を
祀
る
儀
礼
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る（
21
）。
し
か
し

唐
の
釈
奠
は
基
本
的
に
、
二
十
代
で
行
い
、
元
服
と
釈
奠
の
相
関
関
係
は
ほ
と
ん



釈
奠
と
歯
冑
の
礼

二
三

ど
見
ら
れ
な
い
。よ
っ
て
元
服
を
目
前
に
ひ
か
え
国
子
学
に
入
学
す
る
に
あ
た
る
、

と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
歯
冑
礼
と
は
ど
の
よ
う
な
儀
礼
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

き
た
い
。

初
め
に
、「
歯
」
と
「
冑
」
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。「
歯
」
に
つ

い
て
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
十
一
年
に
、

寡
人
若
し
薛
に
朝
せ
ば
、
敢
え
て
諸
任
と
歯
せ
じ
。﹇
注
：
歯
は
、
列
な
り
。﹈

（
疏
：『
礼
記
』
文
王
世
子
に
、
曰
く
、「
古
え
は
年
齢
と
謂
う
。
歯
も
亦
た

齢
な
り
。」
と
。
然
ら
ば
則
ち
歯
は
是
れ
年
の
別
名
な
り
。
人
年
歯
を
以
て

相
次
ぎ
列
し
、
爵
位
を
以
て
相
次
ぎ
列
す
も
亦
た
名
づ
け
て
歯
と
為
す
。
故

に
歯
と
云
う
な
り
。）

（
寡
人
若
朝
于
薛
、
不
敢
与
諸
任
歯
。﹇
注
：
歯
列
也
。﹈﹇
疏
：『
礼
記
』
文

王
世
子
曰
、「
古
者
謂
年
齢
、
歯
亦
齢
也
。」
然
則
歯
是
年
之
別
名
。
人
以
年

歯
相
次
列
。
以
爵
位
相
次
列
亦
名
為
歯
、
故
云
歯
也
。﹈）

と
あ
り
、「
歯
」
は
年
齢
に
よ
る
序
列
で
あ
っ
た
。
で
は
、「
冑
」
と
は
何
か
。『
説

文
解
字
注
』
に
よ
る
と
、「
冑
、胤
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
尚
書
』
の
舜
典
に
、「
教

冑
子
。﹇
注
﹈
冑
、
長
也
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
冑
」
は
あ
と
継
ぎ
や
長
男
と

い
う
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
学
に
関
係
す
る
歯
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
』

王
制
に
、

王
の
大
子
、
王
子
、
群
后
の
大
子
、
卿
・
大
夫
・
元
士
の
適
子
、
国
の
俊
選
、

皆
造
る
。
凡
そ
学
に
入
る
と
き
は
歯
を
以
て
す
。

（
王
大
子
、
王
子
、
群
后
之
大
子
、
卿
・
大
夫
・
元
士
之
適
子
、
国
之
俊
選
、

皆
造
焉
。
凡
入
学
以
歯
。）

と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
者
が
学
に
入
る
時
に
、
年
齢
に
よ
っ
て
序
列
が
決

ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
歯
冑
と
は
、
学
に
入
る
時
、
様
々
な
身
分
の
長
子

が
、
身
分
に
よ
ら
ず
年
齢
に
よ
っ
て
序
列
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

歯
冑
と
い
う
熟
語
は
唐
以
前
に
み
ら
れ
な
い
が
、
西
晋
で
は
、
す
で
に
釈
奠
と

歯
・
冑
の
関
係
が
見
て
取
れ
る
。『
晋
書
』
巻
五
五
、
潘
尼
伝
に
は
、
潘
尼
の
釈

奠
頌
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
西
晋
の
釈
奠
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
う
か
が

い
知
る
事
が
で
き
る
。

其
の
辞
に
曰
く
、
…
（
中
略
）
…
篤
生
の
上
嗣
、
期
を
継
ぎ
て

秀
な
り
。

聖
敬
日
躋の
ぼ

り
、
濬
哲

茂
る
。
儒
術
を
留
精
し
、
古
訓
を
敦
閲
す
。
道
に
遵

い
歯
に
譲
り
、
心
を
降
し
問
い
を
下
す
。
舗
す
る
に
金
声
を
以
て
し
、
光
す

る
に
玉
潤
を
以
て
す
。
日
の
升
る
が
如
く
、
乾
の
運め
ぐ

る
が
如
し
。
… （
中
略
）

…
莘
莘
た
る
冑
子
、
祁
祁
た
る
学
生
。
心
を
洗
い
自
ら
百つ
と

め
、
国
の
栄
え
を

観
る
。

（
其
辞
曰
、…
（
中
略
）
…
篤
生
上
嗣
、継
期

秀
。
聖
敬
日
躋
、濬
哲

茂
。

留
精
儒
術
、
敦
閲
古
訓
。
遵
道
讓
歯
、
降
心
下
問
。
鋪
以
金
声
、
光
以
玉
潤
。

如
日
之
升
、
如
乾
之
運
。
…
（
中
略
）
…
莘
莘
冑
子
、
祁
祁
学
生
。
洗
心
自

百
、
観
国
之
栄
。）
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
道
に
遵
い
歯
に
譲
り
」
や
、「
莘
莘
た
る
冑
子
、
祁

祁
た
る
学
生
」
と
い
う
よ
う
に
、
年
齢
に
よ
る
序
列
や
冑
子
が
意
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
魏
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
西
晋
の
釈
奠
で
は
す
で
に
歯
冑
と
関
連

す
る
考
え
方
が
頌
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
初
学
記
』
巻
一
四
の
釈
奠
に
引
く
何
承
天
「
釈
奠
頌
」
に
は
、

乃
ち
昔
の
孔
顔
、
周
を
夢
み
虞
を
希
う
。
天
よ
り
美
よ
り
、
代
を
異
に
す
る

も
符
を
同
じ
う
す
。
修
を
経
て
治
を
講
じ
、
幾
を
研き
わ

め
理
を
識
る
。
貴
を
道お
も

い
業
を
崇
び
、
尊
を
降
し
て
歯
を
尚
ぶ
。

（
乃
昔
孔
顔
、夢
周
希
虞
。
自
天
由
美
、異
代
同
符
。
経
修
講
治
、研
幾
識
理
。

道
貴
崇
業
、
降
尊
尚
歯
。）

と
あ
る
。
何
承
天
は
、
初
め
東
晋
に
仕
え
、
後
に
宋
に
仕
え
た
人
物
で
、
元
嘉

十
九
年
（
四
四
二
）、
宋
に
国
子
学
が
立
て
ら
れ
る
と
、
国
子
博
士
を
兼
任
し
、

釈
奠
に
参
加
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
釈
奠
は
お
そ
ら
く
元
嘉
二
十
二
年
の
太
子

劭
の
時
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。歯
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
、

潘
尼
の
釈
奠
頌
と
違
い
は
な
い
。

ま
た
冑
子
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
『
初
学
記
』
巻
一
四
の
釈
奠
に
引
く
傅
咸
の

皇
太
子
「
釈
奠
頌
」
に
は
、

亹
亹
た
る
皇
儲
、
闕
里
に
希
心
す
。
済
済
た
る
儒
生
、

た
る
冑
子
。

（
亹
亹
皇
儲
、
希
心
闕
里
。
済
済
儒
生
、

冑
子
。）

と
あ
る
。
釈
奠
頌
に
は
し
ば
し
ば
き
ま
り
文
句
と
し
て
見
ら
れ
て
お
り
、
歯
と
冑

子
が
釈
奠
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
次
第
に
唐
に

至
り
、歯
と
冑
子
が
歯
冑
と
い
う
熟
語
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

唐
代
に
な
り
、
歯
と
冑
子
は
歯
冑
と
い
う
言
葉
と
し
て
定
着
す
る
が
、
そ
れ
は
後

継
た
る
者
（
冑
子
）
た
ち
が
学
に
入
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
で
は
な
く
年
齢

に
よ
っ
て
序
列
が
決
ま
る
こ
と
（
歯
）
を
示
す
礼
で
あ
り
、
皇
太
子
も
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
大
唐
開
元
礼
』
か
ら
み
る
と
、
釈

奠
は
入
学
の
礼
で
あ
る
。『
礼
記
』
王
制
の
記
述
か
ら
、
入
学
の
際
の
心
構
え
と

し
て
、
歯
冑
の
考
え
方
は
当
然
晋
や
南
朝
・
唐
の
人
々
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

歯
冑
は
当
然
の
よ
う
に
守
ら
れ
る
べ
き
礼
で
あ
っ
た
た
め
に
、
唐
よ
り
以
前
で
は

話
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
歯
冑
は
そ
も
そ
も

蓋
金
偉
氏
の
い
う
、
釈
奠
礼
の
中
に
あ
る
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
。
歯
冑
は
あ
く
ま
で
学
ぶ
際
に
求
め
ら
れ
る
礼
で
あ
り
、
歯
冑

と
釈
奠
の
関
係
が
北
朝
で
は
、管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

唐
に
な
っ
て
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
た
こ
と
に
興
味
深
い
点
が
あ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

こ
の
節
の
初
め
に
、
唐
代
で
は
、
釈
奠
礼
と
歯
冑
礼
が
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
よ
っ
て
次
に
唐
の
歯
冑
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）
唐
に
お
け
る
歯
冑
と
釈
奠

唐
代
で
は
皇
太
子
に
関
連
し
て
、歯
冑
の
言
葉
が
度
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

特
に
唐
代
に
お
い
て
の
歯
冑
の
意
義
を
的
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、
太
宗
の
最
初
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の
皇
太
子
で
あ
っ
た
承
乾
を
諫
め
る
と
き
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
貞
観
）
十
三
年
、
又
上
書
し
て
諫
め
て
曰
く
、「
臣
聞
く
な
ら
く
周
公
は
大

聖
の
材
を
以
て
、
猶
お
握
髪
吐

し
、
白
屋
を
引
納
す
る
が
ご
と
し
。
而
し

て
況
ん
や
後
の
聖
賢
、
敢
え
て
斯
の
道
を
軽
ん
ず
る
を
や
。
是
を
以
て
礼　

皇
太
子
学
に
入
ら
ば
歯
冑
を
行
う
を
制
め
、
太
子
を
し
て
君
臣
・
父
子
・
長

幼
の
道
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
然
ら
ば
君
臣
の
義
・
父
子
の
親
・
尊
卑
の

序
・
長
幼
の
節
、
之
を
方
寸
の
内
に
用
い
、
之
を
四
海
の
外
に
弘
め
、
皆
行

い
に
因
り
て
以
て
遠
聞
し
、言
を
仮
り
て
以
て
光
被
せ
ん
と
す
。
…
（
中
略
）

…
臣
恐
る
ら
く
は
殿
下
の
敗
徳
の
源
、
此
れ
に
在
ら
ん
こ
と
を
。」
と
。
承

乾
並
び
に
納
る
る
こ
と
能
わ
ず
。（『
旧
唐
書
』
巻
七
五
、
張
玄
素
伝
。）

（
十
三
年
、
又
上
書
諫
曰
、「
臣
聞
周
公
以
大
聖
之
材
、
猶
握
髮
吐

、
引
納

白
屋
。
而
況
後
之
聖
賢
、
敢
軽
斯
道
。
是
以
礼
制
皇
太
子
入
学
而
行
歯
冑
、

欲
使
太
子
知
君
臣
・
父
子
・
長
幼
之
道
。
然
君
臣
之
義
・
父
子
之
親
・
尊
卑

之
序
・
長
幼
之
節
、
用
之
方
寸
之
内
、
弘
之
四
海
之
外
、
皆
因
行
以
遠
聞
、

仮
言
以
光
被
。
…
（
中
略
）
…
臣
恐
殿
下
敗
徳
之
源
、
在
於
此
矣
。」
承
乾

並
不
能
納
。）

ま
た
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
六
一
、
儲
宮
部
、
褒
寵
に
は
、

皇
太
子
承
乾　

抗
表
し
て
詔
に
謝
す
。
答
え
て
曰
く
、「
汝
は
家
の
冢
嫡
に

し
て
、
国
の
儲
両
な
り
。
故
に
斯
の
命
有
り
、
以
て
殊
有
る
を
彰
か
に
せ
ん

と
す
。
学
に
入
り
歯
冑
す
る
は
、
則
ち
君
臣
の
義
な
り
。」

（
皇
太
子
承
乾
抗
表
謝
詔
。
答
曰
、「
汝
家
之
冢
嫡
、
国
之
儲
両
。
故
有
斯
命
、

以
彰
有
殊
。
入
学
歯
胄
、
則
君
臣
之
義
也
。」）

と
あ
る
。
こ
れ
は
張
玄
素
と
太
宗
が
皇
太
子
承
乾
を
諫
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
か
ら
皇
太
子
が
学
に
入
り
歯
冑
を
行
う
こ
と
は
、
君
臣
・
父
子
・
長
幼
の
道
を

天
下
に
知
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
皇
太
子
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
歯
冑
は
、
立
太
子
の
時
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。『
唐
大
詔
令
集
』
巻

二
八
、
冊
代
王
為
皇
太
子
文
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

維
れ
永
徽
七
年
、
歳
は
景
辰
に
次や
ど

り
、
正
月
景
寅
朔
、
六
日
辛
未
。
…
（
中

略
）
…
朕
つ
つ
しん
で
霊
図
を
奉
じ
、
夙
に
丕
業
を
膺う

く
。
仰
ぎ
て
七
廟
の
重
き

を
惟お
も

い
、
思
い
て
万
葉
の
慶
を
隆
く
す
。
列
辟
を
疇
咨
し
、
前
修
を
欽
若
す
。

是
れ
命
を
用
い
て
爾
を
皇
太
子
と
為
す
。
往ゆ

け
欽つ
つ
しめ
や
。
爾
其
れ
祗
だ
憲
章

を
奉
り
、
率
い
て
軌
度
に
由
り
、
尽
く
歯
冑
を
謙
恭
し
、
審
ら
か
に
迎
郊
に

方
俗
す
。

（
維
永
徽
七
年
、
歳
次
景
辰
。
正
月
景
寅
朔
、
六
日
辛
未
。
…
（
中
略
）
…

朕

奉
霊
図
、
夙
膺
丕
業
。
仰
惟
七
廟
之
重
、
思
隆
万
葉
之
慶
。
疇
咨
列
辟
、

欽
若
前
修
。
是
用
命
爾
為
皇
太
子
。
往
欽
哉
。
爾
其
祗
奉
憲
章
、率
由
軌
度
、

尽
謙
恭
於
歯
胄
、
審
方
俗
於
迎
郊
。）

唐
の
永
徽
七
年
（
六
五
六
）
に
、
高
宗
の
五
子
で
代
王
で
あ
っ
た
弘
が
立
太
子
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
時
の
詔
勅
に
皇
太
子
と
し
て
歯
冑
を
謙
恭
に
す
る
よ
う
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に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
で
な
く
、
唐
代
で
は
、
重
俊
（
節
愍
太
子
）
の
名
誉
回
復
の
た
め
に

行
わ
れ
た
冊
贈
や
、
立
太
子
な
ど
に
も
歯
冑
の
文
字
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（
22
）。

皇
太
子
は
歯
冑
を
大
事
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
歯
冑
を
百
官
の
前
で
儀
礼
と
し
て

み
せ
る
こ
と
で
、
皇
太
子
自
身
の
正
統
性
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に

利
用
さ
れ
た
の
が
唐
以
前
か
ら
伝
わ
る
釈
奠
で
あ
っ
た
。
唐
代
で
は
皇
太
子
だ
け

が
釈
奠
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

釈
奠
に
百
官
が
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
皇
太
子
以
外
の
皇
子
も
釈
奠
に
参

加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
太
子
が
釈
奠
を
行
い
、
他
の
皇
子
が
年
齢
に
よ
っ
て

序
列
が
決
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
年
齢
が
高
い
長
子
が
よ
り
尊
ば
れ

る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
唐
で
は
長
子
で
な
い
も
の
も
多
く
立
太

子
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
年
齢
に
よ
る
序
列
を
示
す
歯
冑
の
礼
を
、
百
官
の
前
で

行
う
こ
と
で
、
長
子
と
同
等
の
身
分
を
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
唐
代
の
釈
奠
で
あ
り
、
唐
代
に
お
い
て
歯
冑
と
い
う
言
葉
が

出
現
し
重
視
さ
れ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
唐
は
他
の
王
朝
と
比
べ
、
皇
太
子
の
廃

立
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
唐
の
皇
太
子
の
地
位
が
非
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
。
唐
代
で
歯
冑
礼
が
特
に
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
皇
太
子
が
他
の
皇
子

よ
り
も
後
継
者
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
百
官
に
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。唐

代
に
お
い
て
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
玄
宗
の
二
度

の
釈
奠
か
ら
も
わ
か
る
。
玄
宗
は
睿
宗
即
位
と
と
も
に
立
太
子
さ
れ
、
翌
年
景
雲

二
年
八
月
に
釈
奠
を
行
っ
て
い
る（
23
）。
そ
し
て
そ
の
翌
年
二
月
、
つ
ま
り
六
ヵ

月
後
に
は
二
度
目
の
釈
奠
に
臨
ん
で
い
る
。
一
度
目
の
釈
奠
は
立
太
子
に
と
も

な
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
他
の
釈
奠
と
同
様
で
あ
る
。
二
度
目
の
釈
奠
は
、
お

そ
ら
く
睿
宗
の
譲
位
に
由
来
す
る
。
譲
位
と
い
う
普
通
で
は
な
い
帝
位
継
承
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
権
威
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
釈
奠
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
南
朝
に
お
い
て
も
、
釈
奠
は
百
官
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
南
朝
で

は
、
釈
奠
を
行
っ
た
六
人
の
内
、
陳
朝
の
皇
太
子
を
除
く
四
人
の
皇
太
子
が
監
国

な
ど
政
治
に
深
く
関
与
し
て
い
る（
24
）。
し
か
も
監
国
は
釈
奠
の
後
に
行
わ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
早
い
段
階
か
ら
釈
奠
が
行
わ
れ
る
の
は
、
釈
奠
が
皇
太
子
と
し
て

の
役
割
を
果
た
せ
る
こ
と
を
百
官
に
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
監
国
は
分
裂
期
の
時
代
に
あ
る
皇
太
子
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
斉
の
長
懋
（
文
恵
太
子
）
と
梁
の
簡
文
帝
（
皇
太
子
の
時
）
の
釈

奠
が
他
の
皇
太
子
と
比
べ
て
年
齢
が
高
い
の
も
、
こ
れ
が
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
代
に
な
る
と
、
歯
冑
は
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
を
指
す
言
葉
と
し

て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
王
圻
『
続
文
献
通
考
』
巻
五
九
、
学
校
考
に
は
、
宋

の
歯
冑
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

景
定
二
年
（
一
二
六
一
）、
皇
太
子
に
詔
し
て
孔
子
を
太
学
に
謁
せ
し
む
。

手
詔
の
略あ
ら
まし
に
曰
く
、「
虎

の
歯
冑
は
太
子
の
事
な
る
に
、
此
の
礼
廃
す

こ
と
久
し
。
設
奠
舎
菜
の
事
、
我
が
朝
未
だ
嘗
て
廃
せ
ざ
る
が
如
き
な
り
。

然
る
に
師
を
敦
く
し
道
を
敬
う
は
又
た
旧
制
に
拘
る
べ
か
ら
ず
、
太
子
を
し

て
謁
拝
せ
し
む
べ
し
。」
と
。

（
景
定
二
年
、
詔
皇
太
子
謁
孔
子
于
太
学
。
手
詔
略
曰
、「
虎

歯
胄
太
子
事



釈
奠
と
歯
冑
の
礼

二
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也
、
此
礼
廃
久
矣
。
如
設
奠
舍
菜
之
事
我
朝
未
嘗
廃
也
。
然
敦
師
敬
道
又
不

可
拘
旧
制
、
可
令
太
子
謁
拝
焉
。」）

虎

と
は
国
子
学
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
宋
で
は
歯
冑
が
廃
さ
れ
、

「
設
奠
舎
菜
の
事
」
は
ま
だ
廃
し
た
こ
と
が
な
い
と
述
べ
る
。「
舎
菜
」
と
は
つ
ま

り
釈
奠
の
こ
と
で
あ
る（
25
）。
唐
代
で
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

た
歯
冑
と
釈
奠
は
、
宋
代
で
は
分
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
皇
太
子
以
外
が
行
う

釈
奠
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
志
に
、

（
貞
観
）
二
十
一
年
、
詔
し
て
曰
く
、「
左
丘
明
・
卜
子
夏
・
公
羊
高
・
穀
梁

赤
・
伏
勝
・
高
堂
生
・
戴
聖
・
毛
萇
・
孔
安
国
・
劉
向
・
鄭
衆
・
杜
子
春
・

馬
融
・
盧
植
・
鄭
玄
・
服

・
何
休
・
王
肅
・
王
弼
・
杜
預
・
范
甯
・
賈
逵

総
じ
て
二
十
二
座
と
し
、
春
秋
二
仲
、
釈
奠
の
礼
を
行
う
。」
と
。
儒
官
を

以
て
自
ら
祭
主
と
為
し
、
直
だ
博
士
の
姓
名
の
み
云
い
、
先
聖
に
昭
告
す
。

（
二
十
一
年
、
詔
曰
、「
左
丘
明
・
卜
子
夏
・
公
羊
高
・
穀
梁
赤
・
伏
勝
・
高

堂
生
・
戴
聖
・
毛
萇
・
孔
安
国
・
劉
向
・
鄭
衆
・
杜
子
春
・
馬
融
・
盧
植
・

鄭
玄
・
服

・
何
休
・
王
粛
・
王
弼
・
杜
預
・
范
甯
・
賈
逵
総
二
十
二
座
、

春
秋
二
仲
、
行
釈
奠
之
礼
。」
初
、
以
儒
官
自
為
祭
主
、
直
云
博
士
姓
名
、

昭
告
于
先
聖
。）

と
あ
り
、
常
祭
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
宋
代
に
お
い
て
は
、
皇
太
子

が
行
う
釈
奠
を
歯
冑
と
い
い
、
常
祭
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
孔
子
祭
を
釈
奠
と
し

て
、
完
全
に
呼
び
分
け
て
い
る
。
ま
た
、『
冊
府
元
亀
』
を
見
て
も
、
儲
宮
部
に

歯
冑
の
項
目
が
あ
り
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
は
全
て
皇
太
子
の
釈
奠
に

つ
い
て
で
あ
る（
26
）。

し
か
し
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
、
つ
ま
り
歯
冑
は
、
唐
の
玄
宗
の
皇
太
子
瑛
を
最

後
に
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、孔
子
祭
祀
と
し
て
の
釈
奠
だ
け
が
、

現
在
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

釈
奠
が
魏
晋
時
代
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、松
浦
氏
が
い
う
よ
う
に
、

皇
太
子
の
後
継
者
と
し
て
の
正
当
性
を
儀
礼
的
象
徴
に
よ
っ
て
表
示
し
よ
う
と
し

た
こ
と
に
あ
る
。

南
朝
に
な
る
と
皇
太
子
の
多
く
は
監
国
や
政
務
に
関
わ
る
前
に
釈
奠
を
行
う
よ

う
に
な
る
。
北
朝
と
い
う
敵
国
が
隣
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
内
の
混
乱

が
滅
亡
へ
と
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
皇
帝
に
有
事
が
あ
っ
た
時
、
後
継
者

で
あ
る
皇
太
子
の
存
在
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
南
朝
は
、釈
奠
に
よ
っ

て
皇
太
子
が
実
権
を
担
え
る
だ
け
の
知
識
が
あ
る
こ
と
を
百
官
に
示
し
、
有
事
に

備
え
た
の
で
あ
る
。

時
代
が
下
り
、
唐
の
皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
は
、
学
に
入
る
礼
（
＝
釈
奠
）
で
は

な
く
、
学
に
入
る
た
め
に
守
る
べ
き
で
あ
っ
た
礼
の
歯
冑
を
取
り
上
げ
て
、
皇
太

子
が
皇
帝
に
な
る
た
め
の
権
威
付
け
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
歯
冑
は
長
幼
の
序
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
を
表
し
、
こ
れ
は
皇
帝
に
と
っ
て
も

重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
ま
た
、長
子
で
な
い
皇
太
子
が
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、

長
子
と
し
て
の
身
分
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
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唐
と
い
う
統
一
王
朝
が
成
立
し
、
皇
太
子
の
必
要
性
は
南
朝
に
比
べ
て
低
く

な
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で
皇
太
子
の
権
威
も
低
下
し
て
い
き
、
皇
太
子
の
廃
立
が

頻
発
し
た
。
唐
の
皇
太
子
は
他
の
王
朝
と
比
べ
て
も
異
常
に
廃
立
が
多
く
、
そ
の

地
位
は
非
常
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
表
す
史
料
が
、『
旧
唐
書
』

巻
九
五
、
譲
皇
帝
憲
伝
に
み
え
る
。

睿
宗
践
祚
す
る
に
、
左
衛
大
将
軍
に
拝
せ
ら
る
。
時
に
将
に
儲
貳
を
建
て
ん

と
し
、
成
器
の
嫡
長
な
る
を
以
て
す
る
に
、
而
る
に
玄
宗
韋
氏
を
討
平
す
る

の
功
有
れ
ば
、
意
久
し
く
定
ま
ら
ず
。
成
器
辞
し
て
曰
く
、「
儲
副
な
る
も

の
は
、
天
下
の
公
器
な
り
。
時
平
た
れ
ば
則
ち
嫡
長
を
先
に
し
、
国
難
た
れ

ば
則
ち
功
有
る
に
帰
す
。
若
し
其
の
宜
を
失
え
ば
、
海
内
失
望
し
、
社
稷
の

福
に
非
ず
。
臣
今
敢
え
て
死
を
以
て
請
わ
ん
。」
と
。

（
睿
宗
践
祚
、
拝
左
衛
大
将
軍
。
時
将
建
儲
貳
、
以
成
器
嫡
長
、
而
玄
宗
有

討
平
韋
氏
之
功
、
意
久
不
定
。
成
器
辞
曰
、「
儲
副
者
、
天
下
之
公
器
、
時

平
則
先
嫡
長
、
国
難
則
帰
有
功
。
若
失
其
宜
、
海
内
失
望
、
非
社
稷
之
福
。

臣
今
敢
以
死
請
。」）

こ
こ
で
は
、
睿
宗
の
嫡
長
子
で
あ
る
成
器
が
皇
帝
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
韋

后
の
簒
奪
を
防
い
だ
功
績
に
よ
っ
て
三
子
で
あ
っ
た
隆
基
が
立
太
子
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
様
々
な
政
治
的
暗
躍
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
皇
太

子
を
選
ぶ
際
に
、
功
績
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
立

太
子
の
理
由
が
功
績
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
皇
子
で
も
皇
太
子
に
な
れ

る
可
能
性
は
充
分
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て
歯
冑
の
礼
を
百
官
の
前
で
示
す
こ
と
で
、

皇
太
子
自
身
が
他
の
皇
子
よ
り
も
後
継
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
を
天

下
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
唐
代
は
そ
れ
以
前

と
比
べ
釈
奠
を
行
う
皇
太
子
の
年
齢
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

皇
太
子
に
よ
る
釈
奠
は
、
皇
太
子
が
次
期
皇
帝
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
天

下
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
安
史
の
乱
以
後
、
行
わ
れ
な
く
な
る
。
こ
れ

は
こ
の
時
期
か
ら
次
第
に
魏
晋
や
南
朝
に
比
べ
て
、
皇
太
子
の
選
択
の
際
に
、
天

下
へ
の
承
認
の
必
要
性
が
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
こ
の
後
、
宋
に
至
り
、
皇
帝
は
そ
の
権
力
を
集
中
さ
せ
て
い
く
が
、
そ
の

中
で
皇
太
子
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次

稿
に
期
し
た
い
。

注

（
1
） 

多
賀
秋
五
郎
『
唐
代
教
育
史
の
研
究

―
日
本
学
校
教
育
の
源
流

―
』（
不
昧
堂

書
店
、
一
九
五
三
年
）、
高
明
士
『
唐
代
東
亜
教
育
圏
的
形
成

―
東
亜
世
界
形
成

史
的
一
側
面
』（
国
立
編
訳
館
中
華
叢
書
編
審
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）、
朱
溢
『
事

邦
国
之
神
祇

―
唐
至
北
宋
吉
礼
変
遷
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
一
四
年
）。

そ
の
他
に
も
日
本
の
釈
奠
を
唐
代
の
釈
奠
か
ら
理
解
す
る
研
究
も
あ
る
。
代
表
的

な
も
の
は
、
弥
永
貞
三
「
古
代
の
釈
奠
に
つ
い
て
」（
一
九
七
二
年
初
出
。『
日
本

古
代
の
政
治
と
史
料
』
高
科
書
店
、
一
九
八
八
年
所
収
）、
が
あ
る
。

（
2
） 

松
浦
千
春
「
魏
晋
南
朝
の
帝
位
継
承
と
釈
奠
儀
礼
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
九
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
3
） 
松
浦
氏
前
掲
論
文
、
一
八
一
頁
。

（
4
） 

岡
部
毅
史
「
梁
簡
文
帝
立
太
子
前
夜

―
南
朝
皇
太
子
の
歴
史
的
位
置
に
関
す
る

一
考
察

―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
八
―
一
、二
〇
〇
九
年
）。



釈
奠
と
歯
冑
の
礼

二
九

（
5
） 

『
宋
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
の
校
勘
記
に
従
っ
て
補
う
。

（
6
） 

古
勝
隆
一
「
釈
奠
礼
と
義
疏
学
」（
二
〇
〇
一
年
初
出
。『
中
国
中
古
の
学
術
』
研

文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）、「
南
斉
の
国
学
と
釈
奠
」（
二
〇
〇
五
年
初
出
。
同

じ
く
『
中
国
中
古
の
学
術
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）、
保
科
季
子
「
漢
代

に
お
け
る
経
学
講
論
と
国
家
儀
礼

―
釈
奠
礼
の
成
立
に
向
け
て

―
」（『
東
洋

史
研
究
』
七
四
―
四
）。

（
7
） 

松
浦
氏
前
掲
論
文
、
一
七
二
頁
。

（
8
） 

岡
安
勇「
中
国
古
代
史
料
に
現
わ
れ
た
席
次
と
皇
帝
西
面
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』

九
二
―
九
、一
九
八
三
年
）、
一
七
頁
。

（
9
） 

『
魏
書
』
巻
六
七
、
崔
光
伝
。
正
光
元
年
冬
、
賜
光
几

・
衣
服
。
二
年
春
、
粛
宗

親
釈
奠
国
学
、光
執
経
南
面
、百
僚
陪
列
。『
魏
書
』
巻
八
四
、儒
林
伝
。
正
光
二
年
、

乃
釈
奠
於
国
学
、
命
祭
酒
崔
光
講
孝
経
、
始
置
国
子
生
三
十
六
人
。
曁
孝
昌
之
後
、

海
内
淆
乱
、
四
方
校
学
所
存
無
幾
。
永
熙
中
、
復
釈
奠
於
国
学
、
又
於
顕
陽
殿
詔

祭
酒
劉

講
孝
経
、
黄
門
李
郁
説
礼
記
、
中
書
舍
人
盧
景
宣
講
大
戴
礼
夏
小
正
篇
、

復
置
生
七
十
二
人
。

（
10
） 

『
魏
書
』
巻
八
四
、
儒
林
伝
。
永
熙
中
、
復
釈
奠
於
国
学
、
又
於
顕
陽
殿
詔
祭
酒
劉

講
孝
経
、
黄
門
李
郁
説
礼
記
、
中
書
舍
人
盧
景
宣
講
大
戴
礼
夏
小
正
篇
、
復
置

生
七
十
二
人
。
及
遷
都
於

、
国
子
置
生
三
十
六
人
。

（
11
） 

『
隋
書
』
巻
七
五
、
儒
林
伝
。
天
子
乃
整
万
乗
、
率
百
僚
、
遵
問
道
之
儀
、
観
釈
奠

之
礼
。

（
12
） 

『
新
唐
書
』
巻
十
四
、
礼
楽
志
。
皇
帝
視
学
、
設
大
次
于
学
堂
後
、
皇
太
子
次
于
大

次
東
。『
大
唐
開
元
礼
』
巻
五
二
、
皇
帝
皇
太
子
視
学
。

（
13
） 

多
賀
氏
前
掲
論
文
、
二
六
―
三
〇
頁
。
ま
た
高
明
士
前
掲
論
文
、
二
〇
九
頁
。

（
14
） 

『
大
唐
開
元
礼
』巻
五
三
、皇
太
子
釈
奠
於
孔
宣
父
。
典
設
郎
設
皇
太
子
便
次
於
廟
東
、

西
向
、
又
設
便
次
於
学
堂
之
後
、
隨
地
之
宜
。

（
15
） 

『
大
唐
六
典
』
巻
二
一
、
太
学
博
士
に
、「
其
束
脩
之
礼
、
督
課
・
試
挙
、
如
国
子

博
士
之
法
。」
と
あ
り
、
四
門
博
士
、
律
学
博
士
、
書
学
博
士
、
筭
学
博
士
も
同
様

で
あ
る
。

（
16
） 

皇
子
は
相
者
が
引
き
、
学
生
は
賛
礼
が
引
く
。
ま
た
奠
る
も
の
も
、
皇
子
は
脩
と

あ
る
も
の
が
、
学
生
で
は
脯
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
意
味
は

同
じ
で
あ
り
、
皇
子
と
学
生
で
大
き
な
差
異
は
な
い
。

（
17
） 

『
三
国
志
』
巻
四
、高
貴
郷
公
紀
に
は
、高
貴
郷
公
が
太
学
で
『
易
』
や
『
尚
書
』、『
礼

記
』
に
つ
い
て
儒
学
者
と
議
論
を
行
っ
た
様
子
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

古
勝
氏
前
掲
論
文
で
は
、
釈
奠
が
入
学
の
儀
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
で
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
根
拠
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
19
） 

松
浦
氏
前
掲
論
文
、
一
八
一
頁
。

（
20
） 

蓋
金
偉
『
漢
唐
官
学
学
礼
研
究
』
博
士
論
文
、
二
〇
〇
七
年
、
第
二
章
「
釈
奠
礼
、

歯
冑
礼
」、
九
四
頁
。

（
21
） 

古
勝
氏
前
掲
論
文
、
三
一
二
頁
。

（
22
） 

『
唐
大
詔
令
集
』
巻
三
二
、
節
愍
太
子
諡
冊
文
。
皇
帝
若
曰
、
咨
爾
故
皇
太
子
重
俊
、

業
隆
継
体
、
才
膺
守
器
、
辨
日
高
視
晋
儲
、
防
年
遐
呑
漢
両
、
撫
軍
監
国
、
皇
基

攸
固
、
歯
冑
問
安
、
聖
図
惟
永
、
頃
以
讒
邪
浸
潤
、
恩
礼
疎
薄
、
外
迫
伊
戻
之
謀
、

中
啓
驪
姫
之
譖
、
彼
則
兇
計
斯
甚
、
搖
動
元
良
、
爾
乃
誠
心
密
運
、
掃
除
悖
徳
、

興
晋
陽
之
甲
、
以
罪
荀
寅
、
擁
漢
闕
之
兵
、
而
誅
趙
虜
云
々
。『
唐
大
詔
令
集
』
巻

二
七
、
立
郢
王
為
皇
太
子
制
。
樹
之
后
王
、
所
以
輯
寧
黎
献
、
承
之
儲
副
、
所
以

安
固
宗

、
故
能
崇
四
術
之
科
、
為
万
国
之
本
、
長
幼
君
臣
之
序
、
歯
冑
知
帰
、

温
文
恭
敬
之
風
、
群
生
攸
属
、
古
之
制
也
云
々
。

（
23
） 

『
旧
唐
書
』
巻
七
、睿
宗
紀
。（
景
雲
二
年
八
月
）
丁
巳
、皇
太
子
釈
奠
于
太
学
。『
旧

唐
書
』
巻
七
、
睿
宗
紀
。（
景
雲
三
年
二
月
）
丁
亥
、
皇
太
子
釈
奠
於
国
学
。

（
24
） 

劉
宋
の
劉
劭
は
、
元
嘉
二
二
年
（
四
四
五
）
に
釈
奠
を
行
い
、
そ
の
四
年
後
の
元

嘉
二
十
六
年
（
四
四
九
）
に
監
国
を
行
っ
て
い
る
。（『
宋
書
』
巻
十
五
、礼
志
。（
元

嘉
）
二
十
六
年
二
月
己
亥
、
上
東
巡
。
…
（
中
略
）
…
其
時
皇
太
子
監
国
、
有
司

奏
儀
注
。）

 

　

南
斉
の
長
懋
（
文
恵
太
子
）
は
、永
明
三
年
（
四
八
五
）
に
釈
奠
を
行
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
立
太
子
さ
れ
て
三
年
後
で
あ
る
。
文
恵
太
子
に
つ
い
て
は
監
国
の
記
載
は

見
ら
れ
な
い
が
、『
南
斉
書
』
巻
二
一
、
文
恵
太
子
伝
に
、「
太
子
年
は
過
立
よ
り



千　

田　
　
　

豊

三
〇

始
め
、
久
し
く
儲
宮
に
在
り
、
政
事
に
参ま
じ

わ
る
を
得
れ
ば
、
内
外
の
百
司
、
咸
な

旦
暮
継
体
と
謂
う
（
太
子
年
始
過
立
、
久
在
儲
宮
、
得
参
政
事
、
内
外
百
司
、
咸

謂
旦
暮
継
体
）」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
立
太
子
後
ま
も
な
く
釈
奠
を
行
い
、
そ
の

後
政
事
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 

　

梁
の
統
（
昭
明
太
子
）
は
、『
梁
書
』
巻
八
、
昭
明
太
子
伝
に
、「
太
子
元
服
を

加
え
て
よ
り
、
高
祖
便
ち
万
機
を
省み

し
む
（
太
子
自
加
元
服
、
高
祖
便
使
省
万
機
）」

と
あ
る
。
統
の
元
服
は
天
監
十
四
年
（
五
一
五
）
で
、
釈
奠
の
六
年
後
で
あ
る
。

 

　

同
じ
く
梁
の
簡
文
帝
は
、
統
が
薨
じ
た
後
に
急
遽
皇
太
子
と
な
っ
て
お
り
、
武

帝
の
在
位
期
間
が
長
く
、
立
太
子
さ
れ
た
と
き
す
で
に
三
九
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
か
彼
は
、『
陳
書
』
巻
三
二
、
殷
不
害
伝
に
、「（
大
同
五
年
﹇
五
三
九
﹈）
是

時
朝
廷
の
政
事
多
く
東
宮
に
委
ね
（
是
時
朝
廷
政
事
多
委
東
宮
）」
と
あ
る
よ
う
に
、

早
く
と
も
大
同
五
年
に
は
政
務
に
関
与
し
て
い
た
。
釈
奠
は
大
同
七
年
（
五
四
一
）

に
行
っ
て
い
る
。

（
25
） 

『
礼
記
』
月
令
に
は
、「
天
子
乃
帥
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
親
往
視
之
。
仲
丁
、

又
命
楽
正
入
学
習
舞
。」
と
あ
り
、そ
の
疏
に
、「
以
大
胥
云
「
舍
菜
合
舞
」、舍
即
釈
、

故
知
釈
菜
在
合
舞
之
前
。」
と
あ
っ
て
、
舎
菜
は
釈
菜
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
釈

菜
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
』
文
王
世
子
に
、「
始
立
学
者
、
既
興
器
用
幣
、
然
後
釈
菜
。

不
舞
不
授
器
。」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
、「
釈
菜
礼
軽
也
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
釈

菜
は
釈
奠
よ
り
も
軽
い
礼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

（
26
） 

保
科
氏
は
前
掲
論
文
で
、「
少
年
皇
帝
・
皇
太
子
が
自
ら
講
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

天
下
に
顕
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
皇
帝
た
る
資
質
や
帝
位
継
承
の
正
統
性
で
は

な
く
、
天
子
に
よ
る
教
化
と
い
う
、
儒
教
に
基
づ
く
中
国
皇
帝
政
治
の
理
念
そ
の

も
の
（
二
四
頁
）」
で
あ
る
と
述
べ
、
松
浦
千
春
氏
の
論
を
否
定
し
て
い
る
。
確
か

に
釈
奠
に
は
「
天
子
に
よ
る
教
化
」
と
い
う
理
念
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
西

晋
の
皇
太
弟
・
皇
太
孫
の
出
現
や
南
朝
の
皇
太
子
の
権
力
の
拡
大
と
、
釈
奠
の
記

載
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
現
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
釈
奠
が
「
天
子
に
よ
る
教
化
」

以
上
の
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

附
表　

南
北
朝
・
隋
唐
の
釈
奠
と
主
祭
者

番
号

王
朝

主
祭
者

年
齢

主
な
典
拠

1

宋

元
嘉
二
二
（
四
四
五
）
年

皇
太
子
（
劭
）
二
〇

『
宋
書
』
巻
一
七
、
礼
志
。

2

南
斉

永
明
三
（
四
八
五
）
年

皇
太
子

（
長
懋
）

二
八

『
南
斉
書
』
巻
九
、
礼
志
。

3

梁

天
監
八
（
五
〇
九
）
年

皇
太
子
（
統
）
九

『
梁
書
』
巻
八
、
昭
明
太
子
伝
。

4

大
同
七
（
五
四
一
）
年

皇
太
子

（
↓
簡
文
帝
）

三
九

『
陳
書
』
巻
三
四
、
杜
之
偉
伝
。

5

陳

太
建
三
（
五
七
一
）
年

皇
太
子

（
↓
後
主
）

一
九

『
陳
書
』
巻
五
、
宣
帝
紀
。

6

至
徳
三
（
五
八
五
）
年

皇
太
子
（
胤
）
一
三

『
陳
書
』
巻
六
、
後
主
紀
。

7

北
魏

正
光
二
（
五
二
一
）
年

明
帝

一
二

『
魏
書
』
巻
六
七
、
崔
光
伝
。

8

永
煕
三
（
五
三
四
）
年

孝
武
帝

二
五

『
魏
書
』
巻
一
一
、
出
帝
紀
。

9

北
斉

？

皇
太
子

（
百
年
）

？

『
北
斉
書
』
巻
三
一
、
王
晞
伝
。

10

北
周

？

太
祖

？

『
隋
書
』
巻
四
六
、
楊
尚
希
伝
。

11

大
象
二
（
五
八
〇
）
年

宣
帝

二
二

『
周
書
』
巻
七
、
宣
帝
紀
。

12

隋

開
皇
初

皇
太
子
（
勇
）
？

『
隋
書
』
巻
七
五
、
儒
林
伝
。

13

唐

武
徳
七
（
六
二
四
）
年

皇
太
子

（
建
成
）

三
六

『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
志
。

14

貞
観
一
四
（
六
四
〇
）
年

皇
太
子

（
承
乾
）

二
一

『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
志
。

15

貞
観
二
一
（
六
四
六
）
年

皇
太
子

（
↓
高
宗
）

二
一

『
旧
唐
書
』
巻
三
、
太
宗
紀
。

16

総
章
元
（
六
六
八
）
年

皇
太
子
（
弘
）
一
七

『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
志
。

17

永
隆
二
（
六
八
一
）
年

皇
太
子

（
↓
中
宗
）

二
六

『
旧
唐
書
』
巻
五
、
高
宗
紀
。

18

景
雲
二
（
七
一
一
）
年
、

景
雲
三
（
七
一
二
）
年

皇
太
子

（
↓
玄
宗
）

二
六
、

二
七

『
旧
唐
書
』
巻
七
、
睿
宗
紀
、『
旧

唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
志
。

19

開
元
七
（
七
一
九
）
年

皇
太
子
（
瑛
）
一
〇

『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀
志
。


